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総 務 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２０年６月１６日（月）午前１０時　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午前１１時２分　閉会

１．場所

第一委員会室

１．出席委員
委 員 長 山本善信  副委員長 三宅秀明  委　　員 三好義治
委　　員 野口　博  委　　員 村上英明

１．欠席委員
なし

１．説明のため出席した者
市　長　森山一正 副市長　小野吉孝
市長公室長　寺田正一 同室次長　有山　泉
人権室女性政策課長　牛渡長子
総務部長　奥村良夫 同部次長兼総務防災課長　杉本正彦
同部参事兼財政課長　宮部善隆
消防長　石田喜好 消防本部次長兼消防署長　浜崎健児
同本部参事兼総務課長　北居　一　同課参事　明原　修

１．出席した議会事務局職員
事務局次長　野杁雄三 同局書記　寺前和恵

１．審査案件（審査順）
議案第44号　平成２０年度摂津市一般会計補正予算所管分
議案第49号　摂津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の件　
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（午前１０時　開会）

○山本善信委員長　ただいまから総務常

任委員会を開会いたします。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　本日はお忙しい中、総務常任委員会を

お持ちいただきまして大変ありがとうご

ざいます。

　本日は、過日の本会議で当委員会に付

託されました平成２０年度の摂津市一般

会計補正予算所管分ほか１件についてご

審議をいただきますが、何とぞ慎重審査

の上、ご可決賜りますようよろしくお願

い申し上げます。

　一たん退席いたしますが、どうぞよろ

しくお願いいたします。

○山本善信委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は、野口委

員を指名いたします。

　審査の順序につきましては、先に議案

第４４号所管分の審査を行い、次に議案

第４９号の審査を行うことに異議ありま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○山本善信委員長　異議なしと認め、そ

のように決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○山本善信委員長　再開いたします。

　議案第４４号所管分の審査を行います。

　本件につきましては、補足説明を省略

し、直ちに質疑に入ります。

　村上委員。

○村上委員　４４号の件につきまして、

２点ばかりお聞きしたいと思います。

　まず１点目なんですけども、今回、款

２０市債、項１市債、目２土木債という

ことで、補正が７億円ということで計上

されております。また、前の７ページな

んですけども、公共施設整備基金繰入金

ということで、８億２,０００万円の補

正がなされているということでございま

す。

　そういった中で、土木債につきまして

も、１７億２,９６０万円ほどとなって、

また公共施設の整備基金につきましても、

１４億１００万円ほどになったというこ

とでございます。

　こういった公債費、基金の繰り入れに

つきましても、この前の本会議等々でも

若干説明されておられましたけれども、

この件につきまして今後の見通し、それ

の件で再度お尋ねしたいと思います。

　もう一点は、１０ページなんですけれ

ども、男女共同参画センター費というこ

とで、節１８の備品購入費の中で男女共

同参画センター器具費というものが計上

されております。器具費の購入の内容、

使用目的、そういうものをお聞きしたい

と思います。

○山本善信委員長　牛渡課長。

○牛渡女性政策課長　それでは、男女共

同参画センター器具費に関するご質問に

ついてご答弁申し上げます。

　男女共同参画センターにおきましては、

広く市民に活動の場を提供するとともに、

活動支援の一環といたしまして、備品の

提供、貸し出しを行っております。昨年

１１月にコミュニティ助成の申請を行い

まして、２０年４月に正式決定の通知を

いただきましたので、補正予算に計上を

させていただいた次第でございます。

　購入内容といたしましては、印刷機や

プロジェクター、マイクセット、展示パ

ネル等の購入を予定しております。

○山本善信委員長　宮部参事。

○宮部総務部参事　今回、基金を８億２,
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０００万円取り崩しまして、市債を７億

円発行するわけでございますけれども、

公共施設整備基金につきましては、１９

年度末現在高で２８億７,９００万円と

なる見込みでございます。

　今回、吹田操車場跡地の取得費として

７億円、それから、旧総合福祉会館撤去

整備工事１億２,０００万円ということ

で８億２,０００万円取り崩しいたしま

すが、今回補正の公共施設整備基金の基

金残高は１４億８,０００万円というこ

とになってまいります。

　それで、減債基金と財政調整基金を合

わせました基金の残高は、今回の補正に

よりまして、約３８億円になろうかと思

います。

　今後、基金につきましては、２０年度

決算をもちまして、また不用額が出てま

いりますと、できるだけ積み立ててまい

りたいと考えております。

　それから、市債でございますけれども、

今回、吹田操車場跡地まちづくり事業債

７億円を発行いたしますけれども、今回、

７億円を発行いたしまして、今年度の借

換債を除く市債は２２億１,７００万円

となります。それで、私どもは元金償還

金以内の新たな市債発行ということを進

めておりまして、今年償還いたします元

金償還金は３３億円ということでござい

まして、私ども公債管理ということで努

めております目的としては達成できるも

のと考えております。

○山本善信委員長　村上委員。

○村上委員　１点目の土木債等々の件な

んですけども、元利償還金も３３億を考

えておられるようなことでございます。

今までは一般会計の公債費につきまして

は、順調に２０数億円前後等々で変化を

しておられるということで、ほぼ１０年

ぐらい順調に公債費が減ってきていると

いうことでもございます。

　そういった中で、公債費、基金の件に

つきましては、なぜお聞きするかといい

ますと、１１年か１２年ほど前だったで

しょうか、阪神・淡路大震災等が起きま

したし、先日も宮城の方で震災も起きま

したということで、大震災が起こった後、

かなり復興等々の件で、財政難がかなり

厳しくなってきているということもお聞

きしておりますので、その辺で摂津市に

おきましても、今世紀前半だったでしょ

うか。東南海・南海地震の発生率という

のが年々高くなってきているようなとこ

ろもございますので、その辺の長期見通

し等々も含めて、この基金等とまた公債

費等については適正な形で公債費につい

ては順調に減らしていくという形で、基

金についてはきっちりと毎年積み立てて

いくという形での財政をお願いしたいと

思います。

　２点目なんですけども、男女共同参画

センターの絡みなんですけども、先ほど

印刷機とか展示パネル等を購入されると

いうことでございました。これはあるも

のを交換される。古くなったのでその辺

を交換されるのか、その辺、１点だけお

聞きしたいと思います。

○山本善信委員長　牛渡課長。

○牛渡女性政策課長　先ほど申し上げま

した中で、印刷機につきましては、現在、

買い替えを予定しております。これにつ

きましては、今現存しております印刷機

の方がメンテナンス期日が過ぎておりま

して、修理につきましても多額の費用を

要しますことから、コミュニティの助成

事業を活用し、印刷機の購入をさせてい

ただきたいと思っております。

　展示パネル等につきましては、現在、

男女共同参画センターで市民の方がさま

ざまに活動される中でも、不足が生じて

－3－



おりまして、新たに追加をさせていただ

きたいと考えております。

○山本善信委員長　ほかにございません

か。

　野口委員。

○野口委員　今回、補正で基金の取り崩

しだとか、新たな土木債、市債の発行だ

とか、そういう予算が計上されていまし

て、２つの開発に関する補正であります

ので、明日は特別委員会が予定されてお

り、いろいろ論議の仕方が難しい部分も

あるんですけれども、とりあえず先般の

本会議で論議された内容も踏まえて、斟

酌してお答えをいただければと思います。

　最初に、コミュニティ助成事業の問題

です。資料をいただいておりますが、宝

くじの剰余金を活用して、市町村の申請

に基づいて、多くの方々が活用するとい

う位置づけで、この助成金が動いており

ますけれども、この数年間助成金をいた

だいた内容を見てみますと、女性センター

だとか、安威川公民館だとか、健康推進

課、青少年課とか、そういうところでの

いろんな備品がこの間助成いただいてい

るという流れを見ていまして、最も身近

な公共施設としては集会所がありますけ

れども、集会所での備品の問題も含めて、

今後当面、どういうコミュニティ助成制

度に基づいて申請しようと思っているの

か、担当が違うかもわかりませんけれど

も、その辺についてお答えをいただけれ

ばと思います。

　２つ目は、財政問題であります。１つ

は吹操跡地に関連した問題です。この間、

いろんな開発に絡まって協定書を結ばれ

て、ある程度予算が明らかになりつつあ

ります。

　当初予算では、吹田操車場跡地まちづ

くり関連では、８００万円の跡地利用業

務委託費が計上されて、これから７月の

都計審だとか含めて、いろいろな行政手

続が始まってくるだろうと思いますけど

も、先日の協定では、防災公園で６億円

を市債として発行して獲得をし、全体は

９億円でありますけども、国の補助金が

つくとか、その他の３億円ほどの整備が

かかるなど、いろんな数字的に飛び交っ

ているわけであります。今回、１４億４,

０００万円ほどの土地購入に伴って、基

金の取り崩しと新たな市債の発行が計上

されていますので、とりあえず吹田操車

場跡地利用分で全体予算はどのぐらいに

なって、その内どの時期にどの金額が執

行されるのかということをも含めて、財

源問題を少し明らかにしていただきたい。

　というのは、協定書では防災公園購入

費が６億円という答弁をされていますけ

れども、事業実施の時期もありますけど

も、現状では８００万円しか計上されて

いないということもありますので、そう

いう点でそれの数字を明らかにしていた

だきたい。

　２つ目は、吹田操車場跡地関連で、土

地購入の４,２００万円端数については、

平成１９年度の繰越金を活用するという

ことで、予算措置がされていますので、

それに関連して少しだけ確認をしておき

たい。

　５月末に平成１９年の予算が締められ

て、今決算状況のいろいろな作業が行わ

れていると思いますけども、現時点で、

例えば経常収支比率だとか、黒字か赤字

を示す実質収支だとか、大まかにわかっ

ている部分、公表できれば教えていただ

きたい。

　平成１８年度決算では、実質収支が１

億６,０００万円でありました。これに

対して繰越金が６,６００万円と。今回

４,２００万円程度あります。そういう

ことも過去ありますので、現時点で数字
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が示せれば示していただきたいと思いま

す。

　南千里丘関連の問題です。今回１億２，

０００万円、旧福祉会館の解体撤去等で

基本設計に基づいてアスベストの撤去作

業もありますので、基本設計段階で提案

をし、こういう金額が計上されたという

ことであります。

　そこで、全体の先日の本会議の論議を

踏まえて、数字的なものは明日明らかに

されると思いますけど、大枠、この間い

ただいているさまざまな資料の中で、現

状到達では総工事費がいくらになるのか

ということと、継続費など見ていますと、

中期財政見通しの関係では、実質公債費

比率が２５％超えているので、南千里丘

のまちづくり事業としては単独で市債を

組めないと、借金組めないということが

ありますけども、しかし継続費の調書を

見たら、平成２０年度２億２,０００万

円ほどの市債も組んでおられると。

　この辺の整合性も含めて、全体工事費

と財源内訳を明らかにしていただきたい

と思います。

　先ほどの質問で、基金残高に関連して

ご答弁がありました。平成２０年度元利

償還金で、元金の償還が３３億円なので、

この間、財政指標として元金償還を超え

ない新たな借金をということで、そうい

うリミットも決めて財政運営をしてこら

れましたけれども、これに関連して確認

したいんですけれども、中期財政見通し

では、平成２０年度基金残高が見込みで

約５４億円という数字でありました。ご

答弁の中でありましたように、今回の第

２回定例会の基金の取り崩しの結果、主

要基金でご答弁ありましたように、３８

億２,０００万円の残高になっています。

そういう第２回定例会での基金の残高状

況と、先ほど吹操跡地だとか、南千里丘

でも、継続費を組んでそれぞれ財源内訳

も示されておりますけれども、いろいろ

な財政状況の変化によっては、基金で賄

おうということも予想されますが、そう

いう点も含めて、中期財政見通しの関係

で、基金残高をどう見ているのかという

こともご答弁いただければと思います。

○山本善信委員長　有山次長。

○有山市長公室次長　それでは、コミュ

ニティ助成の集会所等の備品の活用とい

うことで、ご答弁させていただきます。

　コミュニティ助成の対象とされる事業

は５事業ございまして、一般コミュニティ、

緑化推進コミュニティ、自主防災組織育

成、４つ目としてコミュニティセンター、

５番目として青少年の健全育成、この５

つの事業が対象になっております。

　ご指摘いただきました集会所というこ

とでございますが、本来、コミュニティ

助成については、目的施設でその施設が

有するべき備品については補助の対象外

になっております。したがいまして、集

会所のようにもともと貸し出すことを目

的としている施設については、その対象

となる備品が限定されており、なかなか

難しいと思っております。

○山本善信委員長　宮部参事。

○宮部総務部参事　何点かご質問があっ

たものについてご答弁申し上げます。

　まず、吹田操車場跡地まちづくりの総

事業費ということでございますけれども、

私ども聞いておりますのは、今回、用地

取得に補正で上がっております１４億４,

０００万円、それから債務負担を上げさ

せていただいております６億円というこ

とで、財政としては把握いたしておりま

す。

　それから、今回一般財源として充てま

す前期繰越金の件でございますけれども、

１９年度決算につきましては、出納期間
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が経過しておりますけれども、現在決算

作業中でございますが、おおよその収支

のめどがつきましたので、今回補正予算

の充当財源として前年度繰越金を計上さ

せていただきました。

　収支見込ということでございますが、

これはあくまで現在のところの試算値と

いうことでお願いしたいのですが、歳入

が３０５億７,５００万円、歳出が３０

１億７,４００万円、それと翌年度へ繰

り越すべき財源というものが２億２,９

００万円ございまして、これを引きます

と、一般会計の実質収支は１億７,１０

０万円程度になる見込みでございます。

　ということで、剰余金がございますと、

その２分の１に当たる分は基金に積むと

いうことになっておりますので、残余分

は８,５００万円程度になろうかと思い

ます。

　今回、８,５００万円ということでご

ざいますので、そのうちの４,１８２万

５,０００円を予算計上させていただい

たところでございます。

　それから、経常収支比率の指標の見込

みということでございますけれども、経

常収支比率につきましては、まだ決算が

出ておりませんので、数値としてはなか

なかお示しできませんけれども、現在の

ところ１８年度並みになろうかと考えて

おります。

　それと、今回、市債を発行する分でご

ざいますけれども、まず南千里丘の総事

業費ということでございますけども、私

ども把握しておる中では、阪急の負担金

を含めまして、４４億円程度と聞いてお

ります。

　たしか昨年の決算の委員会のときだっ

たと思いますけれども、実質公債費比率

が２５％超えておりますので、起債は見

込んでいないというお答えをいたしてお

ります。確かに、実質公債費比率２５％

以上になりますと、起債制限を受けまし

て、一般単独事業に係る地方債発行は許

可できないということになっております。

　しかしながら、１７年度に起債制限比

率が２０％未満であった団体につきまし

ては、公債費適正化計画を作成いたしま

して、その内容を実施の状況に応じて許

可されることもあるとされております。

　それで、１９年度は公債費適正化計画

実施しておる最中であり、また新たな建

設事業債につきましては、できるだけ抑

制するという財政のスタンスがございま

したので、決算の委員会の時点では、予

算上継続費には市債財源充当しておらな

かったものでございまして、この予算等

の整合性を考えまして、中期財政見通し

にも建設事業債は見込んでおりませんで

した。

　ただ、事業費が多額になりますと、基

金や一般財源ですべてを賄うということ

は非常に難しゅうございます。投資的経

費につきましては、将来便益を受けるこ

とになる後世代の方にも負担していただ

いて、平準化するということが好ましい

ことから、建設事業債の発行も行ってい

かなければならないと考えております。

　２０年度の起債許可につきましては、

１９年度を含む前３年度の実質公債費比

率の平均値が適用されることになりまし

て、推計でございますけれども、２０年

度の３年平均の実質公債費比率について

は２５％未満となることは確実でありま

す。そして、また今回の起債額の１０％

につきましては、交付税を算入されると

いうことでございまして、そういったこ

とから２０年度当初予算については適債

事業に市債を充当したものでございます。

　積立金の件でございますけれども、中

期財政で５４億円の基金残というご質問
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でございましたけれども、平成１９年度

の基金残高は先日の部長の定例会での答

弁もありましたが５０億８,５００万円

で、市税の増収等ございましたので、１

９年度見込みとしては５３億１,２００

万円程度になろうかと考えております。

　それから、２０年度につきましては、

５３億６,８００万円の基金残と見込ん

でおりましたが、今回多額の事業費が出

てまいりますので、予算の委員会の折に

もございましたけれども、現在、この事

業費を見込みまして中期財政見通しを現

在、作成中でございますので、近日中に

この分につきましては国庫の事業費を組

み込んだ形でお示しさせていただきたい

と考えております。

○山本善信委員長　総務部長。

○奥村総務部長　それでは、財政問題に

ついて多岐にわたっておりますので、総

括的に補足をさせていただきたいと思い

ます。

　今後山積します、いろんな行政課題を

解決していくためにはそれの裏づけとな

る財源が当然必要となってまいります。

我々、財政を預かる者といたしましては、

まず財源ありきというふうに考えており

ますけれども、実際には事業実施の必要

性から後年度に送ることによって、実現

不可能となれば、それを押して実施する

ことも当然出てまいります。今回の吹操

跡地問題もまさしくそういうことであろ

うかと思っております。

　それから、建設事業費につきましては、

一過性の事業費でございます。我々一番

注目して心配しておりますのは継続事業、

大きな事業を実施しますと市債を発行し

ます。その発行によりまして、後年度に

公債費の償還が当然出てまいります。今

までの財政は非常に逼迫した時期という

大きな原因は公債費の償還であり、公共

下水道の繰出金ということを考えますと、

１００％起債を発行できるにしても、や

はりセーブしていかなければならないと

考えております。

　今回、吹田操車場跡地の分につきまし

ては、先ほどご指摘ありましたように、

端数四千数十万円につきましては前年度

の繰越金、残る１４億円については基金

と市債の発行で一応財源を賄っていると

ころでございます。

　それから、補正予算の１４ページを見

ていただければと思っているのですが、

ここのところには平成２０年度の当該年

度の起債の見込み額、４５億５,８５０

万円、これは借換債も起債発行分、元金

償還金も入っておりますので、新規発行

だけを見ますと４５億５,８５０万円の

うち、２２億１,７００万円が新規発行

でございます。

　今回、７億円を入れまして２２億１,

７００万円、それから元金償還金の分で

いきますと、５６億４,２００万円になっ

ておりますが、新規の元金償還金で借換

債を除いた分でいきますと３３億７５万

７,０００円ということになります。こ

の差は１０億８,３００万円ということ

で、この差の分が起債残高を減らしてい

くということになります。過去１０年間

を見ていますと、平成１０年度には普通

会計は起債残高がピークでございました。

それから公共下水道は平成１１年度がピー

クでございます。今現在、そのピーク時

から考えますと、２０％減、約８０％の

起債残高に落としております。これも先

ほど言いました元金償還以内の発行額、

これを従前から踏襲した結果と思ってお

ります。

　それから、中期財政見通しの中には、

それぞれ経費を含めておりますが、本会

議のときにご説明させていただきました
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ように、阪急の新駅負担金、それから南

千里丘区画整理事業、市営住宅の建替事

業、それから毎年、通常出てくるであろ

う経常的な建設事業費の枠５億円、これ

らを中期財政見通しの中には入れており

ます。

　それから、今回また９月には中期財政

見通しの修正版をお知らせしたいと思い

ますが、先ほどのご質問の中の事業費の

増も取り込みまして、それぞれ発表して

いきたいと思っております。

　それから、経常収支比率、実質収支比

率、ご質問あったんですが、この機会に

説明をさせていただきたいと思います。

実は、普通会計ベースの決算ベース以外

に、新地方公共団体財政健全化法という

のが制定されまして、平成２１年度から

は本格実施となります。それでいきます

と、実質公債費比率が平成１７年から実

施されておるのですが、これが平成１８

年度決算では２５.７％ということにな

ります。これをこのまま当てはめますと、

大体２３％ぐらい前後に推移するのでは

ないか。これでいきますと、２５％を切

ることは確実というふうに我々は踏んで

おります。

　しかし、一方実質公債費比率や将来負

担比率の計算式の変更が今、国の方で議

論されております。といいますのは、都

市計画税を徴収しております。決算統計

上は臨時的な一般財源ということになる

のですが、実質的には都市計画事業や過

去の都市計画事業の公債費の償還にも充

てております。都市計画税は約１６億円

あります。これを特定財源扱いになりま

すと、計算式の分子に当たる一般財源充

当額が１６億円減ることになります。こ

れでいきますと、実質公債費比率や将来

の負担比率、これらも当然影響してまい

ります。

　これが実施されますと、先ほど言いま

した２３％の実質公債費比率が１４％前

後になろうかと思っております。それか

ら将来負担比率では５０％未満というこ

とで、実態的には何も変わりはございま

せんが、計算上ではかなり改善された結

果となろうかと思います。これは国の情

報を早く承知しまして、できるだけ早い

時期に皆さん方に決まりましたら報告を

させていただきたいと思っております。

○山本善信委員長　野口委員。

○野口委員　１点目のコミュニティ助成

制度はわかりました。

　それで、吹操跡地の関連でご答弁があ

りましたけども、私の質問は、今わかっ

ているだけでも吹田操車場跡地利用の全

体の工事費がいくらになるのかと。その

うち、これまで防災公園の購入費で６億

円の債務負担も組まれました。今回、１

４億４,０００万円の基金取り崩しと市

債の発行と繰越金で賄うという措置もし

ました。

　これまで、皆さんもご承知のとおり、

３億円は国の交付金などで補助金をいた

だくと、その他整備で３億円かかります

と。これに当初、１平米４万２,０００

円で土地の購入代ということで、明らか

にされた金額から、いわゆる摂津市が埋

蔵物の発掘費用も出すと、これを購入費

から差っ引きますということで言ってい

ました。

　こういう埋蔵費でかかる費用もどうな

のかという問題もあります。単純に５万

４,０００平米に１万５,０００円を掛け

ますと８億１,０００万円になるんです。

国の交付金３億円を別にしまして、約３

１億５,０００万円の市の負担になるわ

けです。財源は、どう使うかは別にしま

して、債務負担６億円を含めて、そうい

うことに間違いはないのかと若干確認を
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この際しておきたいと思いますので、そ

の点の確認だけお願いしておきたいと思

います。

　中期財政見通しと今回の基金取り崩し

の関係であります。毎年決算を受けて、

中期財政見通しを秋口に出していただき

ますけども、なかなか前提条件と実際の

事業の展開の速度が合いませんから、な

かなか理解できない分、概算の概算だと

いうことで理解せざるを得ないわけであ

りますけども、お聞きしたいのは平成２

０年度の中期財政見通しを終えている５

４億円の基金がどのぐらい残るのかとい

うことで、先ほどご質問させていただい

た、吹田操車場跡地で今後いくら基金の

取り崩しをしたり、それが中期財政にど

うかかわってくるのかと、事業年度が予

算措置年度がありますけども、そういう

問題だとか、南千里丘の関係で、そうい

う市債とか、基金取り崩しをどう考えて

いるのかということを含めて、見通しを、

少なくとも今年度、平成２０年度であり

ますので、５４億円が今回の第２回定例

会時の基金残高３８億円で大分差があり

ますので、せめてこの分だけは大体のお

考えは示していただければと思います。

　市債残高だとか、元利償還の問題で部

長の方からご答弁いただきました。逆に

言えば、過去借金多くて、それだけ毎年

の元金償還が多いということも言えるわ

けで、その中で苦労されて財政運営をやっ

てきたというところはちょっときちっと

見ていただきたいと思います。

　その上で、南千里丘の全体工事が約４

４億という話がありました。過去、特別

委員会に出された工事費の資料の中で、

市の負担が２１億６,８００万円という

数字がありました。いろいろ担当者に聞

いていますと、境川にかかる、考えてい

る概算費用が６億５,０００万円と、今

回の南千里丘の旧福祉会館の解体撤去な

どの工事で１億２,０００万円プラスと

いうことを考えますと、約３０億円近く

なるわけです。継続費と工事費の金額の

差がありますので、なかなか細かい数字

は出ませんけども、全体工事でいきます

と、約２９億円を超える市の負担になる。

これは境川の分が市の負担になるという

前提で数字を申し上げておりますけども、

そうしますと、４年前の平成１６年度に

立てた、２か年で調査を行って最初の計

画の市の負担が１４億４,６００万円で

ありました。これに比べますと倍を超え

るということになります。

　そういう点で改めて、この２つの開発

問題について税金の使い方についてどう

なのかということは私は問われていると

思っていますけども、これを言ったら余

り論議が広がりますので、余りくどくど

申し上げませんけども、そういう当初に

比べてどんどん増されてきた。今回もま

たどんどん増やされるという、この辺の

問題について今の市民生活の実態に比べ

て、どう整合性を図っておられるのかと

いう点をお尋ねし、お聞きしておきたい

と思います。

　中期財政見通しでの南千里丘のまちづ

くり分の市債発行の問題であります。昨

年の決算の委員会で、実質公債費比率が

２５％超えていますから組まれるという

ご答弁があって、その前提に質問を申し

上げたわけであります。

　今、公債費の適正化計画というお話が

ありまして、二重、三重にいろいろな国

の財政措置が行われていることが改めて

わかったわけであります。そのところか

ら発展させて、例えばこれからは平成１

９年度の決算見込みの上に立って、２つ

の開発問題についていろいろ斟酌をされ

ると思いますけども、現状で南千里丘関
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係で、継続費を見ますと、全体が３５億

３,０００万円の工事費があります。こ

れは当然阪急の負担分だとか、いろいろ

入っている、入っていない部分もありま

すので、全体工事費の４４億円とは若干

違います。

　その中で、財源を見ますと、一般財源

で１６億６,０００万円、基金より７億

５,０００万円、地方債で約７億円、国

府の支出金、交付金でありますけども、

４億１,０００万円のお金が財源と示さ

れています。そういう点で、２億２,０

００万円の南千里丘まちづくりで市債を

組んだということでありますけども、今

後、この南千里丘でも地方債の７億円に

対して今後どういう見込みを持っている

のかということもあわせてお答えをいた

だきたいと思います。

○山本善信委員長　宮部参事。

○宮部総務部参事　吹操の事業費、文化

財発掘１万５,０００円でしょうか、そ

れを差し引いて今回１４億４，０００万

円ということで、それは委員おっしゃい

ました、プラス８億円ぐらい足すと、３

１億円であったと思いますけれども、吹

田操車場跡地につきましては、平成２０

年度で用地を先行取得いたしますけれど

も、区画整理事業としては平成２４年度

から３か年の予定でしておりまして、そ

のうち区画整理の防災公園の用地費と事

業費を含めまして、約９億円ということ

で聞いております。

　このうち、国府からそれに充てます分

で、４億２,５００万円は市債充当でき

るということでございますので、残る分

につきまして一般財源、あるいは基金で

支払うということになろうかと考えます。

　それと、２０年度の基金残高はどうな

るのかということでございます。これは

先ほどご答弁申し上げましたように、現

在、南千里丘と吹田操車場、市営住宅、

この３つの事業を組み込みまして、現在

中期財政見通しを作業しております。

　その中で、２０年度につきましては、

事業費として阪急の負担金２億１,００

０万円を足しまして３７億円程度を見込

んでおりまして、その中にそれに対して

市債につきましては、約１４億円、それ

から基金につきまして約１４億円を充当

するということをいたしますと、これは

あくまでまだ試算中でございますけれど

も、５３億６,８００万円の残高と申し

ておりました前回から比較いたしますと、

３億程度減少いたしまして、約５０億程

度になるのかなと考えております。これ

はすべて基金、一般財源を充当するので

はなくて、市債発行をすることによりま

して基金が５０億残高になろうかと考え

ております。

　それから、南千里丘の事業が膨らんで

いるのではないかということでございま

すけれども、こういう継続費の件、それ

から吹田操車場も含めまして、事業費の

中身につきましては、駅前等再開発特別

委員会で審議されると考えておりますの

で、こちらの総務常任委員会では控えさ

せていただきたいと思います。

○山本善信委員長　総務部長。

○奥村総務部長　それでは、今ご質問あっ

たんですけれども、今財政課長が言いま

したように、事業費そのものについては

駅前等再開発特別委員会でご審議をお願

いしたいと思っております。といいます

のは、各委員さんと我々が持ち得ていま

す情報というのは大体共通化を図ってお

ります。今後どういうふうに事業が発展

し、あるいは事業費が変更するかもわか

りませんので、金額については控えさせ

ていただきたいと思っております。

　それから、それぞれ事業をするには多
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額な経費が必要なんですけれども、基金

残高の話です。基金残高につきましては、

本会議のときにも答弁させていただきま

したように、平成１９年度末は５３億円

残ります。これは決算で基金の取り崩し

を予定しておりました６億５,０００万

円弱ぐらいを取り崩さずに大体２億円弱

ぐらいの実質収支黒字というようなこと

が実現できるということで５３億円の基

金になります。

　これを中期財政見通しと比較しますと、

中期財政見通しでは、５０億８,５００

万円というふうに予定をしておりました。

ここでいきますと、約２億円ぐらい。そ

れから決算の分では９,５００万円、そ

れが２億円ぐらいになりますので、約３

億円ないし４億円ぐらいの黒字の増とな

ります。これを単純にまた今回取り崩し

額、８億２,５００万円を引きますと、

３８億円に単純になるんですけれども、

ここには平成２０年度の不用額やあるい

は歳入の増を見ておりません。我々中期

財政見通しを出すときには、それらも今

までの経験則の中から不用額がこれくら

い出るのではないかということもあわせ

まして、中期財政見通しを示しておりま

す。

　前回にお示ししました中期財政見通し

では、５３億６,８００万円基金が残る

というふうに思っておりますが、今回で

補正しております基金からの取り崩し金、

これを斟酌しますと、約５０億円ぐらい

になるのではないかと思っております。

　それぞれ決算を踏まえますと、そうい

うふうに不用額が出てくるのですけれど

も、当初予算を組むときには、経常経費

でも賄い切れないという状況がありまし

て、それぞれ当初予算では基金を取り崩

した予算計上になっています。それが決

算しますと、また基金が返せると、こん

な繰り返しの中でできるだけ基金を温存

しながら、今後発生するであろう多額な

事業費については対応していきたいと思っ

ております。

　それと、先ほども答弁をし、くどくな

りますけれども、公債費の市債の発行と

併用しながら、うまくバランスをとった

事業費の財源内訳を確保していきたいと

思っておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。

○山本善信委員長　野口委員。

○野口委員　最後、ご意見だけ申し上げ

させていただきます。

　改めて税金の使い方といいますか、今、

吹操跡地で市の負担分、財源が債務負担

であれ、基金であれ、市債であれ、３１

億５,０００万円現状かかるわけですね。

南千里丘は約３０億円、合わせて６０億

円になるわけですね。これにガソリン代、

石油を含めて諸物価の高騰があります。

その辺がいろいろ当初考えてきた予定額

に大きな影響を与えますので、さらに市

の負担がふえるだろうということもあり

ます。

　そうしますと、６０億円か７０億円の

お金が２つの開発で現状では出ざるを得

ない。ということは、一般会計の年間の

約３１０億円ですから、２割を占めるお

金が２つの開発に使われるという、この

ことが最近市長もよくおっしゃっていま

すけれども、身の丈に合った行政であり

財政を行っていくんだということから見

て、どうなのかという問題もありますし、

今、貧困と格差の問題についても、その

状態は摂津市も同じでありますし、いろ

いろ各担当と国保の問題とか、市民生活

関連問題で懇談会をさせていただいてお

りますけれども、その中で日々の生活に

しんどい部分がたくさんふえております

し、それは皆さんもご承知だと思います。
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　そういうことを斟酌しますと、こうい

う使い方でいいのかということは常々受

けとめていただいて、財政運営、行政運

営をしていただきたいということを改め

て今日、申し上げておきます。

　終わります。

○山本善信委員長　ほかにございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本善信委員長　以上で質疑を終わり

ます。

　暫時休憩します。

（午前１０時５２分　休憩）

（午前１０時５３分　再開）

○山本善信委員長　再開します。

　議案第４９号の審査を行います。

　本件につきましては、補足説明を省略

し、質疑に入ります。

　村上委員。

○村上委員　この条例改正の件なんです

けども、３点ばかりお聞きしたいと思い

ます。

　１点目は、基本的な国の政令の改正に

伴ってということなんですけども、改正

の理由がわかれば教えていただきたいと

思います。それについては、今回の２０

０円が２１７円に増額の改正の理由、も

しわかれば教えていただきたいと思いま

す。

　それと、補償基礎額の増額ということ

になりますので、その辺の共済さんへの

掛金の絡みが上がるのか、下がるという

ことはないと思うのですけれども、その

辺、変動との関係を教えていただきたい

と思います。

　それと、補償条例、過去に支出をした、

共済費を請求した、そういう事例があれ

ばお聞きしたいと思います。

○山本善信委員長　北居参事。

○北居消防本部参事　それでは、ただい

ま委員から質問がありました３件につい

てお答えいたします。

　まず１つ目ですが、２００円から２１

７円、これに増額された算定根拠でござ

いますが、今回の改正は配偶者以外の扶

養親族に係る給付の基礎額の加算額を上

げるもので、根拠としましては国家公務

員の一般職の職員の給与に関する法律、

この改正によりまして配偶者以外の扶養

親族に係る扶養手当について、一部以前

６,０００円であったものが６,５００円、

これは月額でございますが、これに改正

されましたことを受けまして、非常勤消

防団員等に係る損害補償の基準を定める

政令が改正されたこととなります。

　基準政令及び本市消防団員等公務災害

補償条例では、補償基礎額として、日額

で示しておりますので、これを用いてい

るころから、以前は月額６,０００円を

３０で除した金額である２００円を６,

５００円を３０で叙した金額であります

２１７円に改めるものでございます。

　続きまして、補償基礎額の値上げに伴っ

て掛金は上がるのかというご質問でござ

いますが、掛金につきましては、消防団

１人当たり、これが１,９００円でござ

いまして、これは昭和６１年からずっと

そのまま据え置きとなっております。今

回の改正にリンクして上がるものでは決

してございません。

　それと３点目でございます。この事例

はあるのかというご質問でございますが、

平成９年から現在までのところ８件ござ

います。ただ、すべて療養補償というこ

とになっておりまして、いわゆる病院で

の治療費でございます。その補償部分で

ございますので、今回の改正の扶養親族

の加算額にはかかわらないものでござい

ます。

○山本善信委員長　村上委員。
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○村上委員　どうもありがとうございま

す。確認なんですけども、今回２１７円

ということで、今まで扶養親族はそのう

ち１人については２１７円という言葉が

消えて、一律に２１７円という言葉になっ

たということは、扶養親族何人でも２１

７円が適用されるのかと、１つお聞きし

たいと思います。

　それから、補償された事例ということ

で８件あったということなんですけども、

今までは療養補償、病院に入院されたと

いうことで死亡等々はなかったというこ

となんですけども、これにつきましては、

今後またしっかりと安全第一としたよう

な形の消防団の活動についてお願いした

いと思います。

　その１点だけ確認をしたいと思います。

○山本善信委員長　北居参事。

○北居消防本部参事　２００円がすべて

２１７円になるのかというご質問でござ

います。従前は、扶養親族である配偶者、

また扶養親族でない配偶者、例えば配偶

者が収入なり、何なりがありまして、扶

養親族にならない場合については、細か

い取り決めで、１人目については２１７

円で、その他については２００円ですよ

という基準がありましたが、今回の改正

によりまして、すべて扶養親族の加算額

は２１７円に統一されるということにな

りました。

　その他、配偶者がいない場合、年齢の

特例加算、いわゆる１５歳から２２歳ま

での扶養親族がいるかとか、そのあたり

によって加算額は一応変更されますが、

基本としまして配偶者以外の扶養親族、

これは２１７円すべてに適用されます。

○山本善信委員長　ほかにございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本善信委員長　以上で質疑を終わり

ます。

　暫時休憩します。

（午前１０時５９分　休憩）

（午前１１時　１分　再開）

○山本善信委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本善信委員長　討論なしと認め、採

決いたします。

　議案第４４号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本善信委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第４９号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本善信委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　以上で、本委員会を閉会します。

（午前１１時２分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

総務常任委員長 山 本 善 信

総務常任委員  野 口 　 博
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